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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年９月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１０月２７日 １５時２５分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市波
は

戸
どの

岬北東方沖 

波戸岬灯台から真方位０５０°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３３.５′ 東経１２９°５１.１′） 

事故の概要 漁船進
しん

興
こう

丸は、北西進中、また、プレジャーボートインペリアル

は、錨泊中、両船が衝突した。 

インペリアルは、船長及び同乗者が負傷し、船尾部ブルワークの破

損等を生じ、また、進興丸は、左舷船首部防舷材の欠損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 進興丸、６.６トン 

ＳＡ２－１６７８（漁船登録番号）、個人所有 

１１.８０ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２１kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

０年４月２９日 

Ｂ プレジャーボート インペリアル、５トン未満 

２９０－３０６８２佐賀、個人所有 

６.１５ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.１４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６６.２kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５９年８月９日 

免許証交付日 平成２６年７月２３日 

          （平成３１年８月８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年８月２２日 

免許証交付日 平成２７年２月３日 

          （平成３２年８月３１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者） 

 損傷 Ａ 左舷船首部防舷材に欠損、同部外板に擦過傷 

Ｂ 船尾部ブルワークに破損、操舵室右舷側屋根に破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成２９年１０月２７日１５時

００分ごろ波戸岬西方約４０海里（Ｍ）付近の漁場に向けて唐津市呼

子港を出港した。 

Ａ船は、呼子港の波戸防波堤を通過した際、船長Ａが、針路を北西

方に向け、速力を約１５ノットの対地速力とし、海面に太陽光が反射

する状況下、サングラスを着用しておらず、船首方の波戸岬付近を目

視で確認し、他船を認めなかったので、船首方に他船はいないと思

い、手動操舵により、航行を続けた。 

Ａ船は、船長Ａが、操船に当たっていたところ、１５時２５分ご

ろ、軽い衝撃と異音がしたので、船底が浅所に当たったと思った直

後、右舷側にＢ船の船尾部を認め、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

Ａ船は、衝突後、Ｂ船に接近し、船長Ａが、Ｂ船の乗船者に大丈夫

かと声をかけたところ、船長ＢからＢ船が揚錨するまで待機するよう

に言われ、船長Ｂから投げられたえい
．．

航索をＡ船の左舷船尾部のたつ
．．

につなぎ、Ｂ船を唐津市名護屋漁港へえい
．．

航した。 

Ｂ船は、船長Ｂが 1 人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ｂ」

という。）を乗せ、波戸岬北東方沖で船首を北方に向けて錨泊して釣

りを行っていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、１５時を過ぎた頃、竿
さお

を納めることとして、同

乗者Ｂと共に後部甲板で片付け作業を行っていたところ、波戸防波堤

付近に北西進するＡ船を認めたが、ふだん、錨泊して釣りを行ってい

るとき、他船が波戸岬から距離を離して航行していたので、Ａ船がＢ

船に向かって航行して来ることはないと思い、同作業を継続した。 

Ｂ船は、その後、船長Ｂが、ふと顔を上げたところ、船尾方にＡ船

が迫っていたので、大声を出してＡ船に注意喚起を行った後に船体に

しがみついたが、その直後、その右舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突

した。 

同乗者Ｂは、船長Ｂの声でＡ船に気付き、後部甲板から操舵室の方

へ避難し、船体につかまったが、衝突時の衝撃で後部甲板上に叩きつ

けられた。 

船長Ｂは、えい
．．

航中に海上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて名護屋漁港へ帰港し、船長Ｂ及び同乗

者Ｂは救急車で病院へ搬送され、船長Ｂが左第１手指及び右膝関節打

撲等、同乗者Ｂが右前腕、右肘関節、右大腿
たい

及び右肩打撲とそれぞれ

診断された。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本事故当時、レーダーのレンジを０.７Ｍとして作動さ

せており、レーダー画面を見ていれば、Ｂ船が映っていただろうと本

事故後に思った。 

船長Ａは、ふだん、他船が波戸岬付近において釣りを行っているこ

とを認識しており、他船を認めた際は波戸岬周辺を迂
う

回して通過して

いたが、本事故当時は、目視で船首方を確認した際に、他船を認め

ず、他船はいないと思ったので、最短距離で航行することとした。 

船長Ａは、本事故当時、目視で船首方の確認を行った際にＢ船を見

落としたのは、海面に太陽光が反射してまぶしく船首方が見えにくか

ったからかもしれないと本事故後に思った。 

Ｂ船は、黒色の球形形象物を表示していなかった。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、波戸岬北東方沖を北西進中、船長Ａが、海面に太陽光が反

射してまぶしく船首方が見えにくい状況下、レーダーによる見張りを

適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、波戸岬北東方沖において、釣りの目的で錨泊中、船長Ｂ

が、Ａ船がＢ船に向かって航行して来ることはないと思い、錨泊を続

けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、波戸防波堤付近に北西進するＡ船を認めた際、ふだん、

錨泊して釣りを行っているとき、他船が波戸岬から距離を離して航行

していたことから、Ａ船がＢ船に向かって航行して来ることはないと

思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、黒色の球形形象物を表示しなければならなかった。 

原因 本事故は、波戸岬北東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、海面に太陽光が反射してまぶしく船首方が見えにくい

状況下、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船

に気付かずに航行し、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船に向かって航行し

て来ることはないと思い、錨泊を続けたため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・日差しを受けて視認が困難な場合は、前路の他船を確実に避ける

ことができるよう、サングラスを着用するほか、レーダーを利用

した適切な見張りを行うこと。 
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・錨泊中は、黒色の球形形象物を表示し、周囲に他船を認めた場

合、他船が避けてくれると思い込まず、余裕がある時機に衝突を

避けるための措置を講じることができるよう、常時適切な見張り

を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（平成２９年１０月２７日 
  １５時２５分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船（錨泊中） 

1km 

佐賀県 

唐津市 

呼子港 

波戸岬灯台 
加部島 

名
護
屋
浦 

10km 

10km 

1km 

波戸防波堤 

加唐島 

波戸岬 


